
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 を備えた通信装置に於いて、
　

　

　

　を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　送受信機能と文字メッセージ又は画像を表示する表示部とを備えた通信装置に於いて、
　自通信装置のユーザと他の通信装置のユーザとの 関連情報

パーソナルデータを該他の通信装置又は該他の通信装置のユーザの識別
情報と対応付けて記憶する第１の記憶部と、
　送信履歴情報を、送信 通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて記
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送受信機能と文字メッセージ又は画像を表示する表示部と
自通信装置のユーザと他の通信装置のユーザとの複数種類の関連情報を選択決定するこ

とにより作成したパーソナルデータを該他の通信装置又は該他の通信装置のユーザの識別
情報と対応付けて記憶する第１の記憶部と、

受信履歴情報を、送信元の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて記
憶する第２の記憶部と、

受信時又は受信内容の表示後、送信元の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報を
用いて、前記第１の記憶部から該送信元の通信装置のユーザとの関連情報としてのパーソ
ナルデータを取得し、前記第２の記憶部から該送信元の通信装置又は該通信装置のユーザ
に対応する受信履歴情報を取得し、前記パーソナルデータ及び受信履歴情報との組合せに
より選択的に文字メッセージ又はキャラクタ画像を前記表示部に表示させる制御部と

複数種類の を選択決定するこ
とにより作成した

先の



憶する の記憶部と、
　 通信装置又は該通信装置のユ
ーザの識別情報を用いて、前記第１の記憶部から該送信 通信装置のユーザとの関連情
報としてのパーソナルデータを取得し、前記 記憶部から該送信 通信装置又は該
通信装置のユーザに対応する送信履歴情報を取得し、前記パーソナルデータ及び前記
履歴情報との組合せにより選択的に文字メッセージ又はキャラクタ画像を前記表示部に表
示させる制御部と
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
　送受信機能と 文字メッセージ又は画像を表示
する表示部とを備えた通信装置に於いて、
　

　

　
文字メッセージ又

はキャラクタ画像を前記表示部に表示させる制御部と
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【請求項４】
　 送受信機能と、日時情報を管理するカレンダー機能と、

表示する表示部とを備えた通信装置に於いて、
　他の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて受信計画を記憶する第４
の記憶部と、
　受信履歴情報を、送信元の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて、
日又は時又はこれらの双方の情報と共に記憶する第２の記憶部と、
　該第２の記憶部に記憶した受信履歴情報を用いて、前記他の通信装置又は該通信装置の
ユーザに対応する受信計画を満たすか否かを判定し、

制御部と
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、文字メッセージ，画像等を表示できる液晶表示パネル等の表示部を備え、且つ
有線，無線等によるネットワークを介して通信する送受信機能を有し、この送受信機能に
よる通信状況等に対応して、或いは、登録操作時に、文字メッセージによるコメントやキ
ャラクタを表示部に表示し、又選択した種類のキャラクタによる動画像やこのキャラクタ
からのメッセージとしてコメントを単独又は組合せて表示し、ユーザの操作性を向上した
通信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
交換ネットワークに接続した電話機等の着信側端末装置の表示部に、発信者番号を通知し
て表示させるシステムが実用化されている。又電話機等の端末装置に、発信者番号と対応
させて発信者名をメモリに予め登録しておき、着信時に、交換ネットワーク側から通知さ
れた発信者番号に対応する発信者名を、メモリから読出して表示する方式も知られている
（例えば、特開平２－９６４４９号公報参照）。
【０００３】
又携帯電話機等の移動端末装置が普及し、且つ音声データのみでなく、文字データや画像
データの送受信が可能な構成も知られている。このような移動端末装置に於いて、発信端
末装置側で選択したキャラクタを画像データとして送信し、着信端末装置側では、受信し
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第３
文字メッセージ編集時又は送信時又は送信後に、送信先の

先の
第３の 先の

送信

、日時情報を管理するカレンダー機能と、

他の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて受信計画を記憶する第４
の記憶部と、

受信履歴情報を、送信元の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて、
日又は時又はこれらの双方の情報と共に記憶する第２の記憶部と、

該第２の記憶部に記憶した受信履歴情報を用いて、前記他の通信装置又は該通信装置の
ユーザに対応する受信計画を満たすか否かを判定し、判定結果に応じた

少なくとも電子メールの 受信メ
ールの内容を

満たさないと判定した場合に、該他
の通信装置に対して、所定の内容の電子メールを送信するように制御する



た画像データに従ったキャラクタと自端末装置側で選択したキャラクタとを表示すると共
に、このキャクラクタを画像データとして返送し、相互間で異なるキャラクタを送受信し
、発信端末装置と着信端末装置とに於いて、それぞれのキャラクタを含む合成画像を作成
して表示することにより、発信者と着信者との間のコミュニケーションを図る方式が提案
されている（特開２０００－５９８５７号公報参照）。
【０００４】
又携帯電話機等の電話機は、前述の発信者番号表示機能，メモリダイヤル機能，所定数の
発信番号や着信番号の記録機能等の各種の機能を搭載している。又携帯電話機に文字デー
タの送受信機能及び表示機能を搭載し、テンキー或いはキーボード等により入力した文字
メッセージをパケット通信により送信し、これを受信した携帯電話機等の電話機は、液晶
パネル等による表示部に文字メッセージを表示するサービスが知られている（例えば、電
子メール，ショートメール等のメールサービス）。又画像データの送受信機能と、画像を
表示部に表示する機能とを付加した構成も実用化されている。
【０００５】
又携帯電話機等の携帯端末装置に、インターネット・アクセス機能を搭載し、インターネ
ットの各種のＷｅｂサイトにアクセスして、各種のコンテンツを閲覧可能とし、又インタ
ーネットを介してメールの送受信を可能とした各種のサービスが、複数の通信事業者から
それぞれ異なるサービス名称で提供されている。このようなサービスを受ける携帯電話機
等の携帯端末装置は、通常の通話機能と、文字データの送受信機能と、画像データの送受
信機能とを備えている。しかし、液晶パネル等の表示部は、携帯電話機等の携帯端末装置
の小型，軽量化を図る為に表示面積に制約があり、従って、表示可能な文字数及び表示可
能な画像の大きさが大幅に制限されている。その為に、Ｗｅｂサイトでは、携帯電話機等
の携帯端末装置の小型の表示部に対応したコンテンツを作成して提供するか、又は通常の
パソコン用のコンテンツを、携帯端末装置用に変換して提供する構成が採用されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
通話機能と共に文字，画像の表示機能を備えた従来例の携帯電話機等の通信装置は、その
表示部に、発信者氏名の表示，着信文字メッセージの表示，閲覧コンテンツの表示等が可
能である。しかし、文字メッセージの送受信の場合、受信した文字メッセージを表示部に
表示するだけの構成が一般的である。即ち、文字メッセージの送信者と受信者との関連情
報については全く考慮されていないものであった。
【０００７】
又選択したキャラクタを送信し、受信側では、返信用のキャラクタを選択して送信して合
成表示する従来例の方式は、選択したキャラクタを画像データとして送受信することによ
る通信量の増加の問題があり、又前述のように、送信者と受信者との関連情報に従ったキ
ャラクタやメッセージの表示は全く考慮されていないものである。又サービス提供者が提
供するキャラクタをダウンロードして表示部に表示するサービスも知られているが、この
キャラクタは、メールの送受信や通信相手との関連に対応して選択動作するものではない
。即ち、送信者と受信者との関連情報を考慮したものではなかった。又特定の日時に於け
る文字メッセージの受信があった場合に、表示部に特別な画像，メッセージを表示させる
等して、計画通りに文字メッセージの受信が行われたか否か等の判断を容易にすることが
できなかった。
本発明は、送信者と受信者との関連情報を基に、通信状況に応じたキャラクタを含む情報
コメントを表示し、初心者にも親しみ易く且つ操作性の向上を図ることを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の通信装置は、携帯電話機に適用した図１を参照して説明すると、音声着呼時又は
文字情報の受信時に、送信元の識別情報を含めて受信すると共に、文字メッセージ又は画
像の表示を行う表示部７を備えた通信装置であって、通信履歴情報を前記識別情報に対応
付けて記憶する記憶手段（メモリ６の履歴部６ｂ）と、音声着呼時又は文字情報の受信時
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に、送信元の識別情報を受信し、この識別情報に対応する通信履歴情報を記憶手段から取
得し、送信元との間の通信に関する履歴情報又は頻度情報を文字メッセージ又は画像によ
り表示部７に表示させる制御手段（制御部４）とを備えている。
【０００９】
又無線送受信部２等の送受信機能と文字メッセージ又は画像を表示する表示部７とを備え
た通信装置であって、自通信装置のユーザと他の通信装置のユーザとの関連情報としての
パーソナルデータを該他の通信装置又は該他の通信装置のユーザの識別情報と対応付けて
記憶する登録部６ａ等の第１の記憶部と、受信履歴情報を、送信元の通信装置又は該通信
装置のユーザの識別情報と対応付けて記憶する履歴部６ｂ等の第２の記憶部と、受信時又
は受信内容の表示後、送信元の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報を用いて、第
１の記憶部から該送信元の通信装置のユーザとの関連情報としてのパーソナルデータを取
得し、第２の記憶部から送信元の通信装置又は該通信装置のユーザに対応する受信履歴情
報を取得し、パーソナルデータ及び受信履歴情報との組合せにより選択的に文字メッセー
ジ又はキャラクタ画像を表示部７に表示させる制御部４とを備えている。又通信履歴情報
として送信履歴情報を記憶する第３の記憶部（履歴部６ｂ）を設け、制御部４は、送信時
又は送信後に、第３の記憶部による送信履歴とパーソナルデータとの組合せにより、選択
的に文字メッセージ又はキャラクタを表示部７に表示させる構成とすることができる。
【００１０】
又送受信機能とカレンダー機能と表示部とを備えると共に、受信計画を記憶する第４の記
憶部と、受信履歴情報を日時情報を付加して記憶する第２の記憶部と、第２の記録部に記
録された受信履歴情報が、第４の記憶部に設定された受信計画に従ったものであるか否か
を判定して、その結果を表示部に表示させる制御部４とを備えることができる。又制御部
４は、受信計画を満たしていない場合に、メッセージ編集時又は送信時又は送信後に、送
信先の通信装置に対して所定の内容の電子メールを送信させる構成とすることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施の形態の説明図であり、１はアンテナ、２は無線送受信部、３はベー
スバンド処理部、４は制御部、５は入力操作部、６は記憶手段，第１，第２，第３の記憶
部に相当するメモリ、６ａは登録部、６ｂは履歴部、７は表示部、８はインタフェース部
（ＩＦ）、９はイヤホン又はスピーカ、１０はマイクロホンを示す。なお、無線によりネ
ットワークに接続する場合の携帯電話機の場合を示すが、有線によりネットワークに接続
する電話機等の通信装置とすることも可能であり、その場合は、無線送受信部２は、回線
と接続する送受信機能部とすることができる。
【００１２】
通話機能，データの送受信機能，表示機能の基本的な構成は、通常の携帯電話機と同様で
あり、無線送受信部２は、ＰＤＣ（Ｐ ersonal Ｄ igital　Ｃ ellular ）方式や、Ｗ－ＣＤ
ＭＡ（Ｗ ideband Ｃ ode Ｄ ivision Ｍ ultiple Ａ ccess ）方式等に対応した無線周波数の
変復調部を含み、アンテナ１を介して基地局（図示を省略）との間又は他の携帯電話機等
の通信装置との間で無線送受信する機能を有するものである。又ベースバンド処理部３は
、インタフェース部８を介してスピーカ９又はマイクロホン１０との間の音声信号の処理
，送受信フォーマットに従ったデータの処理，文字データや画像データの処理等を行い、
文字データや画像データは制御部４に転送する。従って、無線送受信部２とベースバンド
処理部３とを含めて、送受信機能部を実現している。
【００１３】
又制御部４は、マイクロプロセッサを含む構成を有し、各部を制御するものであり、例え
ば、テンキー，決定キーやカーソルキー等ファンクションキー，キーボード等のキー操作
による入力操作部５からの入力情報を基に、ネットワークに対するダイヤル番号の送出制
御（発信制御）や、登録部６ａに対する各種の情報の登録制御又は表示部７の表示内容の
選択制御等を行うものである。
【００１４】
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又メモリ６は、送受信制御等の各種のプログラムを格納するものであり、又送受信メール
等の格納領域を有するものである。更に、登録部６ａと履歴部６ｂとの領域を有する場合
を示し、登録部６ａに、通信相手及び自己の個人情報等を登録し、履歴部６ｂに文字情報
，画像情報，電子メール等の送受信や通話を行った相手対応に通信履歴情報を記録する。
この場合、登録部６ａは、自通信装置のユーザと他の通信装置のユーザとの関連情報のパ
ーソナルデータを、他の通信装置の識別情報と対応付けて記憶する第１の記憶部に相当し
、履歴部６ａは、受信履歴情報を、送信元の通信装置又はそのユーザの識別情報と対応付
けて記憶する第２の記憶部に相当する。又履歴部６ｂを、送信履歴情報について送信先の
通信装置又はそのユーザの識別情報と対応付けて記憶する第３の記憶部に相当する構成と
することもできる。又登録部６ａを、受信計画を登録する第４の記憶部に相当する構成と
することもできる。なお、各種のプログラムはＲＯＭ（リードオンリメモリ）やＥＰＲＯ
Ｍ等に格納することも可能である。又登録部６ａと履歴部６ｂとはそれぞれ分離したメモ
リ構成とすることも可能である。
【００１５】
又表示部７は、液晶パネルや電場発光（ＥＬ）パネル等により構成することができるもの
であり、日時や電界強度等の表示と共に、文字，画像等による情報コメントや送受信メー
ルを表示する。又制御部４とメモリ６に格納されたプログラムとにより、ユーザの氏名等
の個人データの登録処理や、ユーザと通信相手との関連情報としてパーソナルデータの登
録処理を行う機能を実現している。又登録部６ａに登録された情報と、履歴部６ｂに記録
された通信履歴情報とを基に、通信状況に対応した各種の情報コメントを表示部７に表示
するものである。
【００１６】
例えば、初期設定時に、ユーザの氏名等の個人データの登録の為のコメントを表示部７に
表示し、入力操作部５から個人データを入力することにより、登録部６ａにこの個人デー
タを登録する。又複数種類のキャラクタをメモリ６にプログラムと共に用意し、初期設定
時に複数種類の中の一つのキャラクタを選択する。この選択されたキャラクタの単一駒又
は複数駒により各種のシーンを表示する。又始めての通信相手との間の通信の場合、ユー
ザとその通信相手との関連情報としてのパーソナルデータの登録の為のコメントを表示部
７に表示し、入力操作部５からの入力操作に従ったパーソナルデータを登録部６ａに登録
する。なお、キャラクタの種類に対応して、表示させるコメントの内容が異なるように予
め設定し、種類対応のキャラクタがそれぞれの個性を有するように見せかけることができ
る。
【００１７】
又これらの処理機能を実現する為のプログラム等を、磁気ディスク，半導体メモリ，光デ
ィスク等の記録媒体に格納し、制御部４の制御によって読出してメモリ６に格納すること
もできる。この場合、記録媒体に対するドライバを備えていない通信装置については、パ
ソコン等により一旦読取ったデータを、メモリ６にダウンロードすることも可能である。
【００１８】
図２は本発明の実施の形態のメール受信時のフローチャートを示し、文字メッセージ，画
像情報等の受信時を含むものであり、交換ネットワーク又はインターネットを介したメー
ル受信イベントにより、そのメールが既読メールか否かを判定する（Ａ１）。このような
判定及び制御は、制御部４（図１参照）の機能によって、メモリ６に格納したメール対応
に既読か否かを示す例えばフラグ等を用いることにより容易に判定することができる。そ
して、既読メールの場合は、そのメール本文を表示する（Ａ２）。即ち、制御部４は、メ
モリ６に格納したメールの内容（文字メッセージ，画像等）を再度読出して、表示部７に
表示する制御を行う。
【００１９】
又既読メールでない場合は、前述の初期設定で選択したキャラクタによるメール取り出し
シーンを、１駒による静止画像として、又は複数駒による動画像として表示する（Ａ３）
。この時、メモリダイヤル登録されているユーザからのメールであれば、メモリダイヤル
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登録時に予め登録した氏名や似顔絵画像もメール取り出しシーンの一部として表示するこ
とができる。そして、決定キーの押下又はｎ秒タイムアウトか否かを判定し（Ａ４）、決
定キー押下又はタイムアウトの場合に相手先確認を行う（Ａ５）。即ち、送信元との関連
を判定する（Ａ６）。この送信元について、既に、メモリダイヤル登録が行われ、且つパ
ーソナルデータの登録が行われている場合、即ち、メモリ６の登録部６ａ（図１参照）に
送信元のダイヤル番号及び送信元のパーソナルデータが登録されている場合、コメントを
表示する（Ａ７）、この場合のコメントは、パーソナルデータ及び通信回数等の通信状況
に応じて表示する（Ａ８）。そして、決定キー押下か否かを判定し（Ａ９）、決定キー押
下の場合に、１ポイントを加算し（Ａ１０）、メール本文を表示部７に表示する（Ａ１７
）。この未読メールを表示した場合に、このメール対応のフラグ等により既読を示す状態
に変更する。
【００２０】
又送信元について、メモリダイヤル登録が行われていない場合、或いはメモリダイヤル登
録が行われているが、パーソナルデータ登録が行われていない場合、知らない人からのメ
ール受信であることを示すキャラクタの静止画像又は動画像によるシーンとコメントを表
示し（Ａ１１）、そして、決定キー押下又はｎ秒タイムアウトか否かを判定し（Ａ１２）
、決定キーの押下又はタイムアウトにより、メモリダイヤル登録の有無を判定し（Ａ１３
）、メモリダイヤル登録が行われている場合は、パーソナルデータの登録の処理、即ち、
表示部７にパーソナルデータ登録案内のコメントに従った登録操作を促す表示を行い（Ａ
１４）、ステップ（Ａ１０）に移行する。
【００２１】
メモリダイヤル登録も行われていない場合は、メモリダイヤル登録を促すキャラクタの静
止画像又は動画像によるシーンとコメントとを表示し（Ａ１５）、決定キー押下又はｎ秒
タイムアウトか否かを判定し（Ａ１６）、決定キーの押下又はタイムアウトにより、ステ
ップ（Ａ１０）に移行する。なお、前述のタイムアウトのｎ秒は、決定キーを押下しなく
ても、次のステップに移行する為の待ち時間であり、固定的或いはユーザが初期設定する
ことができる。
【００２２】
図３は本発明の実施の形態のメール取り出しシーンの説明図であり、（ａ１）は、表示部
７（図１参照）の表示内容の一例を示し、受信メールについて、画面に表示されている「
２／４」により、総数４通の中の未読メールが２通あることを示すので、その未読メール
の表示を選択すると、図２のステップ（Ａ１）に於ける既読メールではない場合に相当し
、次のステップ（Ａ３）に於けるメール取り出しシーン表示として、（ａ２）に示すキャ
ラクタによるメール取り出しシーン（複数駒の中の１駒分のみ示す）を表示する。
【００２３】
そして、始めての受信か否かを判定する。この場合、履歴部６ｂ（図１参照）に記録され
た通信履歴情報を基に、始めての受信か否かを判定することができる。例えば、履歴部６
ｂに、発信者番号と着信日時情報とを通信履歴情報として記録しておくことにより、今回
の受信メールに付加された発信者番号を基に、この履歴部６ｂを検索し、同一の発信者番
号が記録されていなければ、始めての受信と判定することができる。そして、始めての受
信で、且つメモリダイヤル登録も行われていない場合、キャラクタからの質問形式に従っ
て、例えば、キャラクタの画像と共に質問文を表示する。この質問文をキャラクタからの
質問として見せかけ、この質問に対して答える内容を入力する形式で、ユーザと送信者と
の関連情報としてのパーソナルデータの登録制御を行う（図２のステップ（Ａ１４）参照
）。又始めての受信でない場合、例えば、２回目の受信の時に、（ａ３）に示すようなキ
ャラクタとコメントとを表示する。キャラクタの種類は、後述の初期設定時に選択するこ
とができる。
【００２４】
図４は本発明の実施の形態のメール送信時のフローチャートを示し、ショートメールやイ
ンターネット・アクセスによるメールの送信イベントにより、キャラクタがメールを運搬
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するシーンを表示し（Ｂ１）、決定キー押下又はｎ秒タイムアウトか否かを判定し（Ｂ２
）、決定キーの押下又はタイムアウトにより、キャラクタがメールを届けて帰ってくるシ
ーンを表示し（Ｂ３）、決定キー押下又はｎ秒タイムアウトか否かを判定し（Ｂ４）、決
定キーの押下又はタイムアウトにより、キャラクタがメールを届けてきたことを示す報告
シーンを表示し（Ｂ５）、決定キー押下又はｎ秒タイムアウトか否かを判定し（Ｂ６）、
決定キーの押下又はタイムアウトにより、１ポイントを加算し（Ｂ７）、メール送信後の
コメントを表示する（Ｂ８）。
【００２５】
図５は本発明の実施の形態のメール送信時の表示説明図であり、（ｂ１）は、送信メール
作成時の表示内容の一例を示し、メール送信を指示することにより、図４のステップ（Ｂ
１）に従って、（ｂ２）に示すキャラクタがメールを運搬するシーンを表示する。このメ
ール送信が成功した場合は、（ｂ３）に示すように、「送信しました」のコメントを表示
し、図４のステップ（Ｂ３）に従って、（ｂ４）に示すキャラクタがメールを届けて帰っ
てくるシーンを表示する。そして、図４のステップ（Ｂ５）に従って、（ｂ５）に示すよ
うに、キャラクタの画像と共に、処理結果の報告メッセージ、例えば、「メールを田中さ
んに送信しました」等を表示する。
【００２６】
この場合、履歴部６ｂ（図１参照）に記録された通信履歴情報を参照して、始めての送信
か否かを判定し、始めての送信の場合は、送信先のパーソナルデータを、キャラクタから
の質問形式に従って登録する。又始めてでない場合は、登録されているパーソナルデータ
と通信履歴情報とに基づいて、その時の通信状況、即ち、送信終了の通信状況に応じて、
例えば、（ｂ６）に示す送信後の表示を行う。
【００２７】
又ネットワーク側の輻輳状態、又は送信先の携帯電話機等の通信装置の障害等により、メ
ールを送信できない場合がある。その場合は、（ｂ７）に示すように「送信できませんで
した」のコメントを表示し、（ｂ８）に示すようなキャラクタによる残念であることを示
すシーンを動画像として表示し、（ｂ９）に示すようなコメントを表示する。なお、（ｂ
２），（ｂ４）は、複数駒の中の１駒分を示すものである。従って、送信処理の正常終了
又は異常終了についての通信状況に応じたキャラクタとコメントとの表示によって、ユー
ザに通知することができる。
【００２８】
図６はキャラクタによるシーンの説明図であり、キャラクタを動画像として表示する場合
を示し、（Ａ）は５駒により示すメール運搬シーンの説明図であり、最後に１駒又は複数
駒の無表示駒（白紙）を付加することができる。又（Ｂ）は５駒により示すメール運搬後
に戻ってくるシーンの説明図である。即ち、図５の（ｂ２）のシーンは、図６の（Ａ）の
シーンの中の１駒分を示し、又図５の（ｂ４）のシーンは、図６の（Ｂ）のシーンの中の
１駒分を示す。又図６の（Ｃ）は３駒によるメール取り出しのシーンを示し、その中の１
駒分を図３の（ａ２）として示している。
【００２９】
前述のコメント表示と共に、楽しさを倍加するようなキャラクタ表示は、例えば、メモリ
６（図１参照）に、予め複数種類のキャラクタ毎に動画像を表示できる複数駒の画像情報
を記憶し、この複数種類のキャラクタの中の一つを選択設定することにより行うものであ
る。この場合、設定の為のコメントを表示し、又選択する為に順次複数種類のキャラクタ
を表示し、その中の１種類のキャラクタをキー入力等により選択する。それにより、以後
のコメント表示の際に、選択した種類のキャラクタが現れることになる。又図２のステッ
プ（Ａ１０）又は図４のステップ（Ｂ７）に於けるポイント加算は、このポイントが所定
数を超えると、例えば、エンディングイベントにより、その時のキャラクタによる表示を
終了し、再度同一或いは異なる種類のキャラクタの初期選択を行うステップ（図示せず）
に移行する。
【００３０】
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図７は本発明の実施の形態のパーソナルデータ登録のフローチャートを示し、先ず、自通
信装置のユーザと、通信相手のユーザとの関係を選択する（Ｃ１）。即ち、スクロールキ
ーにより、（Ｃ２）～（Ｃ５）に示す友人／知人／恋人／家族の何れかをユーザと通信相
手との関連情報として選択する。なお、後述のように、仕事関係等の関連情報について選
択することもできる。そして、決定キー押下か否かを判定し（Ｃ６）、決定キーを押下し
ない場合、終了キー押下か否かを判定し（Ｃ７）、終了キーを押下すると、呼出元、即ち
、パーソナルデータ登録開始前の状態に戻る（Ｃ８）。又終了キーを押下せずに、決定キ
ーを押下すると、恋人を選択するか否かを判定し（Ｃ９）、恋人選択の場合は、通信相手
を異性（自装置のユーザの性別と異なる場合）で好きのパーソナルデータに自動的に設定
し（Ｃ１０）、前述の予め選択した種類のキャラクタ及びコメントを表示する（Ｃ１１）
。
【００３１】
又恋人を選択しない場合、性別の選択を行う（Ｃ１２）。即ち、スクロールキーにより、
（１３），（Ｃ１４）に示す男女の何れかを選択する。そして、決定キー押下か否かを判
定し（Ｃ１５）、押下しない場合は、終了キー押下か否かを判定し（Ｃ１６）、終了キー
を押下すると、呼出元、即ち、パーソナルデータ登録開始前の状態に戻る（Ｃ１７）。又
ステップ（Ｃ１５）に於いて、決定キーを押下すると、好き嫌いの選択に移行する（Ｃ１
８）。
【００３２】
図８は図７に示す処理に引き続いた処理を示し、前述のステップ（Ｃ１８）と同一の好き
／嫌いの選択ステップ（Ｄ１）を実行する。即ち、スクロールキーにより、（Ｄ２），（
Ｄ３）に示す好き／嫌いの何れかを選択する。そして、決定キー押下か否かを判定し（Ｄ
４）、又終了キー押下か否かを判定し（Ｄ５）、終了キーを押下した場合は、呼出元に戻
り（Ｄ６）、決定キーを押下した場合は、コメントを表示し（Ｄ７）、前述の選択したキ
ャラクタの画像と共に、入力したパーソナルデータを表示する（Ｄ８）。
【００３３】
そして、決定キー押下かｎ秒タイムアウトか否かを判定し（Ｄ９）、決定キーを押下又は
タイムアウトにより、スクロールキーによって、（Ｄ１０）に示す「はい」か、又は（Ｄ
１１）に示す「いいえ」を選択し、決定キー押下か否かを判定し（Ｄ１２）、又終了キー
押下か否かを判定し（Ｄ１３）、終了キーを押下すると、登録入力データをキャンセルす
ることを示すので呼出元に戻る（Ｄ１４）。又決定キーを押下すると、「はい」，「いい
え」の中の「はい」を選択して決定した否かを判定し（Ｄ１５）、「はい」を選択しなか
った場合は、通信相手についての関係の選択（Ｄ１６）に移行する。即ち、図７のステッ
プ（Ｃ１）に移行する。又「はい」を選択して決定キーを押下した場合は、パーソナルデ
ータを登録部６ａ（図１参照）に追加し（Ｄ１７）、呼出元に戻る（Ｄ１８）。
【００３４】
前述のパーソナルデータの登録は、例えば、メモリダイヤル登録時，最初のメールの送受
信時等に於いて、登録の有無を判定し、登録無しの場合には、登録案内をユーザに提示す
ることにより（選択した種類のキャラクタと共に、登録の為の入力手順のガイダンスを文
字メッセージとして表示することにより）、ユーザは容易に登録操作を行うことができる
。
【００３５】
図９は、パーソナルデータについての表と、履歴条件とを示すもので、履歴条件としては
、当日を基に、送受信の有無の履歴について、「今日」，「昨日」，「一昨日」，「３日
以上前」，「なし」とする。又頻度条件として、「今日２回目」，「毎日」，「頻繁」，
「今日だけ」とし、これらの通信履歴条件と、登録したパーソナルデータとキャラクタ種
別とを基に、通信状況に応じて、送受信時のキャラクタのシーンやコメント内容を変えて
表示する。例えば、当日が１０日であるとすると、カレンダー機能により、「１０日」，
「９日」，「８日」「７日以前」に於ける送信（又は受信）回数を、履歴部６ｂ（図１参
照）に記憶された通信履歴情報を基に演算して格納する。従って、この４日間に少なくと
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も１回の送受信があれば、頻度条件の「毎日」に該当することになり、又この４日間以上
送受信がなく、今日始めて送受信を行った場合、頻度条件の「今日だけ」に該当すること
になる。なお、頻度条件は、更に他の条件、例えば、メールの送信又は受信のみを対象と
するように設定することも可能である。
【００３６】
又パーソナルデータは、ステップ（Ｄ２）～（Ｃ５）による「友人」，「知人」，「恋人
」，「家族」又は「仕事関係」と、ステップ（Ｃ１３），（Ｃ１４）による「男」，「女
」と、ステップ（Ｄ２），（Ｄ３）による「すき」，「きらい」との組合せとした場合を
示す。なお、他の種類の関連情報を含めることも可能である。そして、このパーソナルデ
ータと、個人データ（ユーザ個人のデータ）の男性又は女性との組合せとなる。例えば、
ユーザが女性で、通信相手が女性の友人で好きのパーソナルデータの場合、「３．好き－
友人－同性」の組合せとなり、又ユーザが男性で、パーソナルデータとして、恋人且つ女
性の場合は、「２．好き－恋人－異性」の組合せとなり、この場合は嫌いの条件はない。
【００３７】
制御部４（図１参照）の機能により、送受信時に、通信履歴情報とパーソナルデータとを
基に、選択した種類のキャラクタによるシーン表示やコメントを表示する。例えば、パー
ソナルデータとして、「友人」，「同性」，「好き」が登録され、通信履歴の頻度条件が
「今日だけ」の場合に、選択した種類のキャラクタと共に、「○○○○（通信相手氏名）
とあたしも友達になりたいな」等のコメントを表示し、又通信履歴の頻度条件が「今日２
回目」の場合に、選択した種類のキャラクタと共に、「今度は何を書いたの　教えて？」
等のコメントを表示することができる。このように、表示するコメントは、その内容によ
り、少なくとも始めてのメール送受信であるか、おおよそ、何回目のメール送信か等が類
推できることになる。
【００３８】
又パーソナルデータとして、「嫌い」を登録し、頻度条件が「頻繁」となった時に、選択
した種類のキャラクタと共に、「着信拒否を設定しましょうか？」等のコメントを表示し
、それに対して、「はい」，「いいえ」のコメントの「はい」を選択することにより、こ
の通信相手からのメール受信を拒否する設定を行うことができる。従って、パーソナルデ
ータと頻度情報との組合せにより、迷惑メールを拒否する設定が可能となる。又メールの
みでなく、通話着信時に於いても、前述のパーソナルデータに従ったコメント表示を行い
、迷惑電話については着信拒否の設定を行うことも可能となる。
【００３９】
図１０は個人データ入力のフローチャートを示し、個人データ新規登録操作時に、「あな
たの名前は？」のコメントが表示される。それに従って、入力操作部５（図１参照）から
、例えば、ユーザ氏名の「ふじ　つうた」と入力すると（Ｅ１）、決定キー押下か否かを
判定し（Ｅ２）、決定キーを押下すると、誕生日の入力となる（Ｅ３）。即ち、「誕生日
は？」のコメント表示に従って、月日の表示位置にカーソルキーで合わせて数値キーによ
り誕生日を入力する（Ｅ４）。図示の場合は、「２月５日」の誕生日を入力した状態を示
す。
【００４０】
そして、決定キー押下か否かを判定し（Ｅ５）、決定キーを押下すると、性別の選択を行
う（Ｅ６）。即ち、（Ｅ７），（Ｅ８）に示すように、「性別は？」の表示内容をスクロ
ールキーで選択し、決定キー押下か否かを判定する（Ｅ９）。決定キーを押下すると、個
人データを登録部６ａ（図１参照）に登録する（Ｅ１０）。なお、ステップ（Ｅ２），（
Ｅ５），（Ｅ９）に関連して、終了キーを押下すると、呼出元に戻るものである。
【００４１】
前述のように、メモリ６の登録部６ａに登録する個人データは、氏名，性別，誕生日等の
ユーザ個人に関係するデータであり、又パーソナルデータは、友人，知人，恋人，家族，
仕事関係，好き，嫌い等のユーザと通信相手との関係を示すデータである。このようなデ
ータは、追加又は更新可能であり、又更に他の種類、例えば、年齢，氏名，住所等のデー
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タを含めることができる。
【００４２】
図１１は誕生日イベントについてのフローチャートであり、図１０のステップ（Ｅ４）に
於いて入力して登録した個人データの誕生日の当日は、カレンダー機能によって識別でき
るから、その誕生日当日に於いてフラグをセットし、例えば、メールの送受信等を誕生日
イベントとし、誕生日に於けるメール受信時にサウンド鳴動により例えば「ハッピーバー
スデー」の曲を鳴らし（Ｆ１）、又キャラクタが喜ぶ様子を示すシーンを表示すると共に
、「誕生日おめでとう」のコメントを表示する（Ｆ２）、そして、決定キー押下か又は５
秒タイムアウトか否かを判定し（Ｆ３）、決定キー押下又はタイムアウトにより、誕生日
イベント処理済として、フラグをリセットし（Ｆ４）、誕生日イベントを終了する（Ｆ５
）。なお、誕生日当日は各種のイベント毎に繰り返し前述の動作を行うように設定するこ
とも可能である。
【００４３】
本発明は、携帯電話機等の携帯端末装置のみでなく、通信機能部を有する他の通信装置に
も適用可能であり、又表示部７（図１参照）の表示面積に対応して、キャラクタと共に各
種コメントを同時に表示することができる。又メモリ６を備えていることにより、例えば
、メール読み上げ機能やゲーム等の各種の機能を搭載することができる。或いは、メモリ
カードの挿抜スロットを設け、メモリ６の拡張機能を実現する構成とすることも可能であ
る。このような構成の場合、メモリカードを記録媒体として、前述の情報コメント表示プ
ログラムを格納して、携帯電話機等の通信装置に装着することができる。
【００４４】
又通話中に於いて、パーソナルデータと通信履歴情報とを基に、表示部にキャラクタやコ
メントを表示することもできる。この場合、携帯電話機であると、表示部を見ることが一
般的には不可能であるが、ハンズフリー機能を用いた場合又は延長コードによるイヤホー
ンとマイクロホンとによる通話の場合は、表示部を見ることができる。
【００４５】
又図１に於いて、メモリ６の履歴部６ｂを、音声着呼時又は文字情報受信時に、送信元の
識別情報に対応付けて、通信履歴を記憶する第２の記憶部とする。例えば、携帯電話機の
電話番号Ｘを識別情報とし、この携帯電話機からの電子メールを受信した場合に、識別情
報Ｘ対応に受信メール１件とする通信履歴が記録される。この時、通信履歴として更に受
信した日又は時刻又はそれらの両方の日時情報を含めて記録することができる。又メール
の送信と受信との双方をメール通信としての一つのカテゴリーとして合計数を記録するこ
ともできる。又音声発呼とメール送信等の送信という一つのカテゴリーとして記録するこ
ともできる。即ち、通信履歴の管理上の統計処理を行うカテゴリーは、種々選択可能であ
る。
【００４６】
なお、通信履歴情報は、電話番号等の識別情報と対応付けて記憶されるものであるが、メ
モリダイヤルに電話番号と対応して氏名等の他の識別情報を記憶しておく場合には、電話
番号に対応する氏名等の他の識別情報に変換した上で、通信履歴情報と対応付けて記憶さ
せることもできる。勿論、無線基地局を介して送信される送信元の携帯電話機等の識別情
報が装置ＩＤやメールアドレス等の場合、これらを識別情報として通信履歴情報を対応付
けることができる。
【００４７】
ここで、新たな文字情報としてメールを受信（音声着呼等）すると、その時に同時に受信
した送信元の電話番号を抽出し、履歴部６ｂに記憶されている当該電話番号に対応する履
歴情報を抽出し、今回の受信と合わせて合計何回目の受信であるかを制御部４に於いて演
算し、その演算結果及び電話番号Ｘ又はメモリダイヤルに登録されている電話番号Ｘに対
応する氏名等を文字情報として表示部７に表示する。
【００４８】
この時、受信回数に対応付けた画像情報（静止画像又は動画像）をメモリ６に格納してお

10

20

30

40

50

(10) JP 3738383 B2 2006.1.25



き、制御部４に於ける演算結果により得られる受信回数に対応する画像情報をメモリ６か
ら読出して、表示部７に表示することができる。
【００４９】
又受信回数と共に、日時情報も履歴部６ｂに記録している場合、「本日は○件目の受信で
す」のように、１日単位で受信回数を合計して表示することもできる。又１日単位で受信
回数を記録する場合、翌日はこの受信回数による通信履歴情報をクリアすることができる
。
【００５０】
又単なる受信回数としてではなく、履歴部６ｂに記録した受信履歴情報から受信頻度（例
えば、何回／時間、何回／日、何回／週、何回／（数時間，数日，数週間）のような平均
値、若しくは、前回の受信からの経過時間、経過日数、前回の受信日、前回の受信時刻等
）を、制御部４の処理によって求め、その処理結果を文字メッセージとして表示すること
もできる。例えば、１週間平均して３回／日以上の受信であると判定すると、「受信頻度
は３回／日です」等と表示する。又抽象的に、例えば、受信頻度が１週間平均して０．１
回／日である場合には、「たまにメールをくれる人だね」のメッセージを表示し、３回／
日である場合には、「よくメールくれるね」のメッセージを表示することができる。
【００５１】
又前回の受信が７週間前の場合、「前回受信は、７週間前です」又は「前回受信から７週
間経過しました」、或いは、抽象的に「久しぶりの受信だね」のメッセージを表示し、前
回の受信が１日前であれば、「前回受信は、１日前です」、或いは、抽象的に「またメー
ルくれたね」等のメッセージを表示することができる。前述のような各種のメッセージは
、メモリ６に記憶しておき、制御部４に於ける通信履歴情報についての演算結果に対応す
るメッセージを読出して、表示部７に表示するものである。なお、頻度情報は、携帯電話
機の利用を継続するか否かの判断にも役立つことになる。
【００５２】
又業務報告等を受信する場合等に於ける受信計画情報をメモリ６の登録部６ａ等の第４の
記憶部に登録し、カレンダー機能を用いて受信計画に沿った受信が行われているか否かを
制御部４に於いて判定することができる。例えば、送信元の携帯電話機等の通信装置の電
話番号又はそのユーザの氏名等を基に、例えば、電子メールの受信計画を登録する。受信
計画としては、ｎ通／時間（ｎ＝整数）、ｎ通／日、ｎ通／週、ｎ通／月、或いは、６月
２０日等の日付（なお、複数日を指定してもよい、例えば、３月３日、４月３日、５月３
日等とすることができる）を指定する。なお、音声着呼についての受信計画の場合は、ｎ
回／日、ｎ回／週等の設定とすることができる。このような設定は、業務内容等に対応し
て選択することができる。
【００５３】
制御部４は、定期的又は入力操作部５の操作等によって、履歴部６ｂに記録されている通
信履歴情報を取得し、設定された受信計画を満たしているか否かを判定する。満たしてい
ない場合は、そのユーザの氏名がＡ、電話番号がＸの場合に、「電話番号ＸのＡさんは受
信計画を満たしていません」等のコメント表示を行うことができる。その時に、選択した
種類のキャラクタによる静止画像又は動画像を含めて表示することができる。又満たして
いる場合は、「電話番号ＸのＡさんは受信計画を満たしています」等のコメント表示を行
うことができる。この場合も、選択した種類のキャラクタによる静止画像又は動画像を含
めて表示することができる。
【００５４】
又制御部４に於いて、受信計画を満たしているか否かの判定結果、例えば、前述の電話番
号ＸのＡさんからの受信について、満たしていない場合、この電話番号ＸのＡさん宛に、
所定の内容の電子メールを自動的に送信する制御を行うことができる。この所定の内容は
、例えば、「警告：計画を満たしていません」等の警告内容とすることができる。又受信
計画に基づいて、例えば、１通／日の受信計画の場合に、この受信計画達成の為のメール
送信期限までｍ時間となった時（例えば、２時間前の２２時）、自動的に、「警告：メー
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ル送信期限が近づいています」等のメッセージを送信することもできる。又この警告内容
のメッセージを送信する時に、表示部７に、「警告メッセージをおくりますか？」のメッ
セージを表示し、キー操作等に応じて、送信するか否かを決定する制御構成とすることも
できる。
【００５５】
又制御部４とメモリ６に格納されたプログラムと表示部７との機能によるエージェント機
能を実現し、このエージェント機能により、ユーザに前述の各種のコメントの表示や、登
録処理等を行うことができる。又前述の通信履歴情報とパーソナルデータとの組合せに対
応して表示する為のプログラム及びキャラクタやコメント等のを含めて、コンピュータに
よって読取ることができる記録媒体に記録し、その記録媒体から通信装置にダウンロード
することも可能である。
【００５６】
（付記１）音声着呼時又は文字情報の受信時に、送信元の識別情報を含めて受信すると共
に、文字又は画像の表示を行う表示部を備えた通信装置に於いて、通信履歴情報を前記識
別情報に対応付けて記憶する記憶手段と、音声着呼時又は文字情報の受信時に、前記送信
元の前記識別情報を受信し、該識別情報に対応する通信履歴情報を前記記憶手段から取得
し、前記送信元との間の通信に関する履歴情報又は頻度情報を文字又は画像により前記表
示部に表示させる制御手段とを備えたことを特徴とする通信装置。
（付記２）送受信機能と文字メッセージ又は画像を表示する表示部とを備えた通信装置に
於いて、自通信装置のユーザと他の通信装置のユーザとの関連情報としてのパーソナルデ
ータを該他の通信装置又は該他の通信装置のユーザの識別情報と対応付けて記憶する第１
の記憶部と、受信履歴情報を、送信元の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対
応付けて記憶する第２の記憶部と、受信時又は受信内容の表示後、送信元の通信装置又は
該通信装置のユーザの識別情報を用いて、前記第１の記憶部から該送信元の通信装置のユ
ーザとの関連情報としてのパーソナルデータを取得し、前記第２の記憶部から該送信元の
通信装置又は該通信装置のユーザに対応する受信履歴情報を取得し、前記パーソナルデー
タ及び受信履歴情報との組合せにより選択的に文字メッセージ又はキャラクタ画像を前記
表示部に表示させる制御部とを備えたことを特徴とする通信装置。
【００５７】
（付記３）送受信機能と文字メッセージ又は画像を表示する表示部とを備えた通信装置に
於いて、自通信装置のユーザと他の通信装置のユーザとの関連情報としてのパーソナルデ
ータを該他の通信装置又は該他の通信装置のユーザの識別情報と対応付けて記憶する第１
の記憶部と、送信履歴情報を、送信先の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対
応付けて記憶する第３の記憶部と、文字メッセージ編集時又は送信時又は送信後に、送信
先の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報を用いて、前記第１の記憶部から該送信
先の通信装置のユーザとの関連情報としてのパーソナルデータを取得し、前記第３の記憶
部から該送信先の通信装置又は該通信装置のユーザに対応する送信履歴情報を取得し、前
記パーソナルデータ及び前記送信履歴情報との組合せにより、選択的に文字メッセージ又
はキャラクタ画像を前記表示部に表示させる制御部とを備えたことを特徴とする通信装置
。
（付記４）送受信機能と、日時情報を管理するカレンダー機能と、文字メッセージ又は画
像を表示する表示部とを備えた通信装置に於いて、他の通信装置又は該通信装置のユーザ
の識別情報と対応付けて受信計画を記憶する第４の記憶部と、受信履歴情報を、送信元の
通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて、日又は時又はこれらの双方の
情報と共に記憶する第２の記憶部と、該第２の記憶部に記憶した受信履歴情報を用いて、
前記他の通信装置又は該通信装置のユーザに対応する受信計画を満たすか否かを判定し、
判定結果に応じた文字メッセージ又は画像を前記表示部に表示させる制御部とを備えたこ
とを特徴とする通信装置。
（付記５）少なくとも電子メールの送受信機能と、日時情報を管理するカレンダー機能と
、受信メールの内容を表示する表示部とを備えた通信装置に於いて、他の通信装置又は該
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通信装置のユーザの識別情報と対応付けて受信計画を記憶する第４の記憶部と、受信履歴
情報を、送信元の通信装置又は該通信装置のユーザの識別情報と対応付けて、日又は時又
はこれらの双方の情報と共に記憶する第２の記憶部と、該第２の記憶部に記憶した受信履
歴情報を用いて、前記他の通信装置又は該通信装置のユーザに対応する受信計画を満たす
か否かを判定し、満たさないと判定した場合に、該他の通信装置に対して、所定の内容の
電子メールを送信するように制御する制御部とを備えたことを特徴とする通信装置。
【００５８】
（付記６）通信機能部による送受信メール等を表示する表示部を含み、該表示部に情報コ
メントを表示する情報コメント表示装置に於いて、ユーザと通信相手との関連情報として
のパーソナルデータをエージェント機能に従って登録する登録部と、前記通信機能部によ
る通信履歴を記録する履歴部と、前記登録部に登録された前記パーソナルデータと前記履
歴部に記録された通信履歴との組合せに基づいて、前記通信機能部による通信状況に対応
してキャラクタを含む情報コメントを前記表示部に表示させるエージェント機能を実現す
る制御部とを備えたことを特徴とする情報コメント表示装置。
（付記７）前記登録部に、ユーザ個人に関係した個人データと、該ユーザと通信相手との
関連情報としての友人，知人，家族等の関係や性別等を含むパーソナルデータとを登録し
、前記履歴部に、設定した期間内の各日の通信回数を基にした頻度条件を記録する構成と
したことを特徴とする付記６記載の情報コメント表示装置。
【００５９】
（付記８）ユーザと通信相手との関連情報としてのパーソナルデータをエージェント機能
によるコメントに従って入力して登録部に登録し、通信機能部による通信履歴を履歴部に
記録し、前記通信機能部による送受信時に、前記エージェント機能により前記登録部に登
録された前記パーソナルデータと、前記履歴部に記録された通信履歴との組合せに基づい
て、前記通信機能部による通信状況に対応し、予め選択した種類のキャラクタを含む情報
コメントを表示部に表示する過程を含むことを特徴とする情報コメント表示方法。
（付記９）ユーザ個人に関係した個人データを初期設定時に登録部に登録し、且つ複数種
類の中の１種類のキャラクタを選択する過程を含むことを特徴とする付記８記載の情報コ
メント表示方法。
（付記１０）初期設定時又はメモリダイヤル登録時又は通信機能部による送受信時に、前
記エージェント機能により前記パーソナルデータの登録の有無を判定し、登録無しの場合
に、前記エージェント機能によるコメント表示に従ってパーソナルデータの入力操作を行
う過程を含むことを特徴とする付記８記載の情報コメント表示方法。
（付記１１）前記ユーザに対する前記通信相手が友人，家族等の関係と、性別と、好き嫌
い等を含むパーソナルデータを前記エージェント機能によるコメントに従って入力して前
記登録部に登録し、前記履歴部に記録する通信履歴についての設定期間内の各日に於ける
通信回数を基にした頻度条件を設定し、前記通信機能部による送受信時に、前記エージェ
ント機能により、前記登録部に登録された前記パーソナルデータと、前記履歴部による前
記頻度条件とを基に、予め選択した種類のキャラクタによるシーンを含む情報コメントを
選択して表示部に表示する過程を含むことを特徴とする付記８記載の情報コメント表示方
法。
【００６０】
（付記１２）ユーザと通信相手との関連情報としてのパーソナルデータをエージェント機
能によるコメントに従って入力して登録部に登録するステップと、通信機能部による通信
履歴を履歴部に記録するステップと、前記通信機能部による送受信時に、前記エージェン
ト機能により前記登録部に登録された前記パーソナルデータと前記履歴部に記録された通
信履歴との組合せに基づいて、通信状況に対応し、予め選択した種類のキャラクタを含む
情報コメントを表示部に表示するステップとを含むことを特徴とする情報コメント表示プ
ログラムを格納した記録媒体。
（付記１３）前記ユーザに対する前記通信相手が友人，家族等の関係と、性別と、好き嫌
い等を含むパーソナルデータを前記エージェント機能によるコメントを表示するステップ
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と、該コメントに従って入力して前記登録部に前記パーソナルデータを登録するステップ
と、前記履歴部に記録する通信履歴についての設定期間内の各日に於ける通信回数を基に
した頻度条件を設定するステップと、前記通信機能部による送受信時に、前記エージェン
ト機能により、前記登録部に登録された前記パーソナルデータと、前記履歴部による前記
頻度条件とを基に、予め選択した種類のキャラクタによるシーンを含む情報コメントを選
択して表示部に表示するステップとを含むことを特徴とする付記１２記載の情報コメント
表示プログラムを格納した記録媒体。
【００６１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、携帯電話機や固定電話機等を含むネットワークに接続し
て通信する通信装置に於いて、送信又は受信又は送受信の履歴を記録した通信履歴情報と
、送信元のユーザとの関連情報のパーソナルデータとの組合せに従って、文字メッセージ
や予め選択した種類のキャラクタによる静止画像又は動画像を表示し、各種の操作のガイ
ダンス表示や、通信状況の表示等により、通信状況の把握を容易とし、且つ操作性を向上
して、初心者でも親しみ易い通信装置とすることができる利点がある。又個人的な使用時
のみでなく、業務用として連絡通信の有無の管理等についても容易となる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の説明図である。
【図２】本発明の実施の形態のメール受信時のフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態のメール取り出しシーンの説明図である。
【図４】本発明の実施の形態のメール送信時のフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態のメール送信時の表示説明図である。
【図６】キャラクタによるシーンの説明図である。
【図７】本発明の実施の形態のパーソナルデータ登録のフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態のパーソナルデータ登録のフローチャートである。
【図９】パーソナルデータ及び履歴条件設定の説明図である。
【図１０】個人データ登録のフローチャートである。
【図１１】誕生日イベントについてのフローチャートである。
【符号の説明】
１　アンテナ
２　無線送受信部
３　ベースバンド処理部
４　制御部
５　入力操作部
６　メモリ
６ａ　登録部
６ｂ　履歴部
７　表示部
８　インタフェース部（ＩＦ）
９　スピーカ
１０　マイクロホン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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